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「Google Pixel 3 いい買物の日 特別キャンペーン」提供条件書 

「Google Pixel 3いい買物の日 特別キャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます。）は、対象機種の購入を伴
う新規契約または機種変更をした場合に、毎月の通信料金等を 12回割引するキャンペーンです。 

 対象機種
Google Pixel 3、Google Pixel 3 XL

 適用条件
以下の全ての条件に該当するお客さまを対象とします。
(1) 対象機種を次の①または②のいずれかの条件で購入すること
① 2018年 11月 1日から同月 11日までの期間に、新スーパーボーナスで購入※すること

※予約の有無は問いません。

② 対象機種の購入予約開始日から 2018年 11月 11日までの期間に、当社オンラインショップまたは当社スマー
トフォン取扱店舗にて対象機種の購入予約を行い、2018年 11月 1日から同年 12月 31日までの期間に、新
スーパーボーナスで購入すること

(2) 2019年 1月 15日時点で、次のいずれかに該当していないこと
① 対象機種から他の機種へ機種変更をしていた場合
② 「電話番号・メールアドレスお預かりサービス」に加入中の場合
③ 回線契約を解約している場合

 特典内容
 適用条件を満たした回線について、毎月の通信料金等の割引対象料金（以下「割引対象料金」といいます。）から

1,000円※を 12回割引します。
※記載の金額を税込金額から割引します。

 分割支払金、契約解除料および世界対応ケータイの通話料など、一部割引対象外の料金があります。
 本キャンペーンにおける割引対象料金は、以下の通りです。

1. 基本料
通話基本プラン、通話定額基本料、通話定額ライト基本料など

2. 通話料／通信料
音声通話料、SMS送信料、パケット通信料、S!メール（MMS）送信・読出料、ウェブ通信料など

3. 定額料
データ定額 50GBプラス、データ定額ミニモンスターなど

4. 月額使用料
ウェブ使用料、留守番電話プラス、割込通話、通話料明細オプション、ナンバーブロック、グループ通話、ス
マートフォン基本パック、あんしん保証パックなど

5. 手数料
電話番号変更手数料、USIM再発行手数料など

 割引期間
 以下の請求月を 1回目とし、請求月単位で 12回割引いたします。

・ 請求締日が毎月 10日 ： 2019年 1月 11日～同年 2月 10日
・ 請求締日が毎月 20日 ： 2019年 1月 21日～同年 2月 20日
・ 請求締日が毎月末日  ： 2019年 1月 1日～同月末日

※お客さまの請求締日は、「My SoftBank」および「請求通知メール」よりご確認いただけます。
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 本キャンペーンの割引は月月割適用後の割引対象料金に適用し、割引額が割引対象料金を超えた場合でも、超過分
は翌請求月に繰り越しいたしません。 

 
 解除条件 
本キャンペーン適用中の回線おいて、以下のいずれかに該当する場合、それぞれ次の時期をもって割引を終了しま
す。 
＜当該請求月の適用をもって割引が終了＞ 
・割引の残回数が 0回となった場合 
・機種変更をした場合 
＜前請求月の適用をもって割引が終了＞ 
・譲渡（家族割引名義変更および承継を除きます。）した場合 
・「電話番号・メールアドレスお預かりサービス」へ加入した場合 
・回線契約を解約した場合 

 
 その他 
 本キャンペーン適用後であっても、当社基準により適用外であることが判明した場合は当該回線への適用を取消しさせていただきま
す。 

 本キャンペーンは、予告なく終了し、または内容を変更する場合があります。 
 
 キャンペーン適用イメージ 
 携帯電話回線請求イメージ（請求締日が毎月末日のお客さまが、2018年 11月に対象機種を購入し、本キャンペーン
が適用された場合） 
 
 
 
 
 
 
※上記グラフはキャンペーン適用した際の概念図につき、実際の毎月の利用料金の内訳とは相違します。 
※上記グラフは対象機種を分割で購入した場合のイメージとなります。 
※その他料金はオプションや従量の通話料・通信料等です。なお、初期費用は含まれません。   

 
【提供条件書記載事項の変更について】 
・ 当社は、本提供条件書の記載事項を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の提供

条件書の記載事項によります。 
・ 本提供条件書の記載事項を変更する場合、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）に掲載する方法、文字メッ

セージ（契約者回線または当社電気通信設備から送信された数字、記号およびその他文字等によるメッセージをいいま
す。）を配信する方法、または当社が適当と判断する方法にて事前に通知します。 

・ 最新の提供条件書は、当社ホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。なお、提供条件書記載事項以外の部
分については、3Ｇ通信サービス契約約款および 4G通信サービス契約約款の規定を適用します。詳細につきましては
当社ホームページでも確認できます。 
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